
寒川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関  

する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例新旧対照表  

現行  改正案  

～略～  ～略～  

（個人番号の利用範囲）  （個人番号の利用範囲）  

第 4条  （略）  第 4条  （略）  

2 （略）  2 （略）  

3  町 長 又 は 教 育 委 員 会 は 、 法 別 表 第 2の

第 2欄 に掲げ る事 務 を処 理す るため に必

要 な限 度で、 同表の第 4欄 に掲げ る特 定

個 人 情 報 で あ っ て 自 ら が 保 有 す る も の

を 利 用 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 法

の 規 定 に よ り 、 情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク

シ ス テ ム を 使 用 し て 他 の 個 人 番 号 利 用

事 務 実 施 者 か ら 当 該 特 定 個 人 情 報 ＿ ＿

の 提 供 を 受 け る こ と が で き る 場 合 は 、

この限りでない。  

3  町長 又は教 育委員会 は、 特 定個人番 号

利 用 事 務 ＿ ＿ ＿ ＿ を 処 理 す る た め に 必

要 な 限 度 で 、 利 用 特 定 個 人 情 報 ＿ ＿ ＿

＿ ＿＿ ＿ _で あっ て自ら が保 有する もの

を 利 用 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 法

の 規 定 に よ り 、 情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク

シ ス テ ム を 使 用 し て 他 の 個 人 番 号 利 用

事 務 実 施 者 か ら 当 該 利 用 特 定 個 人 情 報

の 提 供 を 受 け る こ と が で き る 場 合 は 、

この限りでない。  

4 （略）  4 （略）  

～略～  ～略～  

 附  則  

 こ の 条 例 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の

個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関

す る法律 等の一部 を改 正する 法律（令 和 5

年 法 律 第 48 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す

る。  

 


